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■ 特定施設等の設置届出等 

○ 届出の概要 

法では、次のいずれかに該当する場合には、所定の届出が必要です。 

(1) 新しく特定施設等の届出をする場合 

 

 

 

(2) 特定施設等の届出事項を変更しようとするとき 

 

 

 

  

特定施設等を設置しようと

するとき 

特定施設等の設

置の届出 

（注）（法第５条第１項、第２項 

又は第３項） 

工事着手の 60 日前までに 

施設が機械的→据付工事開始 

施設が建物的→基礎工事開始 

既に設置された施設が法改正によ

り特定施設等に指定されたとき 

特定施設等の使

用の届出 指定後 30日以内に 

（注）法第５条第１項：工場・事業場から公共用水域に水を排出する者が、特定施設を設置しようとする場合 

       第２項：工場・事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む。）を

含む水を浸透させる者が、有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 

       第３項：上記以外の者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合又は有害物質貯蔵指定施設を設

置しようとする場合 

(1)の届出事項を

変更しようとする

とき 

特定施設等の構

造等変更の届出 工事着手 

60日前までに 

変更事項 

（法第７条） 

特定施設等の構造、

設備 

特定施設等の使用

の方法（下水道接続を含

む） 

特定施設等から排

出される汚水等の

処理の方法 

排出水の汚染状態

及び量 

用水及び排水等の

系統 
 

氏名又は名称等に

変更があったとき 
氏名等変更の届出 

変更後 30日 

以内に 

変更事項 

（法第 10条） 

氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっ

ては、その代表者の

氏名 

特定施設等の使用を廃止し

たとき 

特定施設等の使

用廃止の届出 

（法第 10条） 

使用廃止後 30日以内に 

特定施設等を譲り受け又は

借り受けたとき 
承継の届出 

（法第 11条第３項） 
承継後 30日以内に 

（法第６条第１項） 


